
民 事 訴 訟 法 

（ 50 点）  
次 の 事 例 につ い て、（１ ）か ら（ ３ ）の 問い に 答 えな さ い 。各問 い は 独

立 の 問 題 であ る 。  

 

Ａ は 、 訴 状に 被 告 と して Ｂ の 住所 、 氏 名 を記 載 し 、Ｂ に 対 し て 400 万

円 を 貸 し 付け た 事 実 （以 下 「 本件 貸 付 」 とい う ） など を 主 張 して 、 貸金

400 万 円 の 返還 を 求 める 訴 え （以 下 「 本 件訴 訟 」 とい う ） を 提起 し た 。  

訴 状 と 第 １ 回 口 頭 弁 論 期 日 の 呼 出 状 （ 以 下 こ れ ら を 「 本 件 送 達 書 類 」

と い う ） につ い て 、 Ｂを 受 送 達者 と し て 、Ｂ の 住 所に お け る 交付 送 達が

試 み ら れ たが 、 Ｂ が 不在 で あ った た め 、 Ｂと 同 居 する Ｂ の 子 Ｃ（ 23 歳）

に 交 付 さ れた （ 以 下 この 送 達 を「 本 件 送 達」 と い う）。  

Ｃ は 、 本 件送 達 書 類 をＢ に 交 付せ ず 、 Ｂ の名 義 で 、Ｂ が 本 件 貸付 を受

けた こ と を認 め る が 、返 済 を 猶予 し て ほ しい 旨 を 記載 し た 答 弁書 （ 以下

「 本 件 答 弁書 」 と い う） を 作 成し 、 裁 判 所に 提 出 した 。  

第 １ 回 口 頭弁 論 期 日 にお い て 、Ａ が 訴 状 の記 載 内 容を 陳 述 し たが 、Ｂ

は 欠 席 し 、本 件 答 弁 書の 記 載 内容 の 陳 述 が擬 制 さ れた 。 裁 判 所は 、 口頭

弁 論 を 終 結し 、 判 決 言渡 期 日 を指 定 し た 。  

第 １ 回 口 頭弁 論 期 日 後、 Ｃ は 反省 し 、 Ｂ に対 し 、 本件 送 達 書 類を 交付

す る と と もに 、 Ｃ が Ｂの 名 義 で本 件 貸 付 を受 け た こと 、 本 件 訴訟 が 提起

さ れ 、 Ｂ の名 義 で 本 件答 弁 書 を提 出 し た こと を 打 ち明 け た 。  

Ｂ は 、判 決 言渡 期 日 の前 に 裁 判所 に 書 面 を提 出 し 、この 書 面 にお い て、

本 件 貸 付 はＣ が 権 限 なく Ｂ の 名義 で 受 け たこ と 、 Ｃは 本 件 貸 付に つ いて

Ｂ に 知 ら れな い よ う に、 本 件 送達 書 類 を Ｂに 交 付 しな い で い た こ と 、本

件 答 弁 書 はＣ が 権 限 なく Ｂ の 名義 で 作 成 し、 提 出 した こ と 、 Ｂは 第 １回

口 頭 弁 論 期日 後 に Ｃ から 本 件 送達 書 類 の 交付 を 受 ける ま で 、 本件 訴 訟 の

提起 を 知 らな か っ た こと を 述 べた 。  

 

（ １ ） 本 件送 達 は 、 Ｂに 対 す る送 達 と し て有 効 か 、論 じ な さ い。  

（ ２ ） 本 件訴 訟 に お いて 、 裁 判所 は 口 頭 弁論 を 再 開す る 義 務 を負 う か、

論 じ な さ い。  

（ ３ ） 裁 判所 が 口 頭 弁論 を 再 開し 、 Ｂ を 被告 と し て 手 続 が 進 めら れ る場

合 、 Ｂ は 本件 貸 付 の 事実 を 否 認す る こ と がで き る か、 論 じ な さい 。  


